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・幸手観光写真コンクール

作品要件

市内の自然、行事、風景など観光宣伝に
適当と思われる未発表の作品で、令和 7
年 9 月～令和 8年 8 月の期間に撮影され
たもの
※応募は 1人 2点まで。
※組写真不可。
※詳細は、幸手市観光協会ホームページ
　の実施要綱をご覧ください。

入選発表 10 月中（予定）

申込み
9月1日（火）までに写真を
幸手市観光協会事務局へ提出（期限必着）

・俳句コンクール

テーマ 「桜」・「菜の花」
投句期間 桜まつり開催期間中　9：00 ～ 17：00

投句方法

規定の投句用紙に、必要事項を記入の上、
権現堂桜堤内の観光協会管理棟、峠の茶
屋前に設置する投句箱へ投函
※投句用紙は観光協会管理棟前で配布し
　ます。詳細は、投句用紙に記載されて
　いる応募要項をご覧ください。

入選発表 6 月中（予定）

公表
入選作品は幸手市観光協会ホームページ
でお知らせするとともに、市内公共施設
などで掲示します。

問合せ
　幸手市観光協会事務局（商工観光課内）
　☎（43）1111　内線593、594
　〒 340-0192　幸手市東 4-6-8
　幸手市観光協会ホームページ
　https://www.satte-k.com/

3月27日（金）～4月12日（日）
※開花の状況により期間の変更があります。

森田鉄工所 権現堂桜堤 Mirai Park
（県営権現堂公園）

※雨天の場合は中止になることがあります。

・物産店（権現堂桜堤特設テント）
期間 桜まつり開催期間中

・さくらふれあいまつり

期間 3 月 29 日（日）

◎交通渋滞にご注意ください

　桜の開花とともに、権現堂桜堤を中心に交通渋滞が予想されますので、あらかじめ迂回をお願いします。
　また、来場の際には、交通情報に注意して余裕を持ってお越しください。

◎幸手桜まつり期間中の市内循環バスの運行について

　例年、幸手桜まつり期間中、市内で交通渋滞が発生することに伴い、市内循環バスは
この期間、停留所の一部休止や迂回運行を行います。
　桜の開花状況により変わりますので、詳細は、随時、市ホームページでお知らせします。
期間中は、交通渋滞により、すべての路線で運行に遅れが生じることが予想されますが、
ご理解のほどよろしくお願いします。 問合せ　くらし防災課☎（43）1111　内線588

HP

詳細はこちら！

開催案内幸手桜まつり幸手桜まつり幸手桜まつり

お花見をしながら写真を撮って

コンクールに応募しよう！

イベントスケジュール

会場

期間

一面の桜と菜の花で一句…。

観光協会HP

あなたの運転は大丈夫？

　近年、自転車の交通事故、違反検挙件数が増加していることを
受け、4 月 1 日から自転車の交通違反に「交通反則通告制度（青
切符）」が導入され、取締り手続きが大きく変わります。

問合せ　くらし防災課☎（43）1111　内線588 【反則行為の例と反則金の一例】

　青切符の導入により、検挙後の手続きは大きく変わりますが、
自転車の基本的な交通ルールや交通違反の指導取締りについて
の考え方は変わりません。交通ルールを守り安全運転を心がけ
ましょう。また、いざというときに命を守るため“ヘルメット”
を着用し自転車を安全に利用しましょう。

自転車の 交通反則通告制度（青切符）
　　　　　　　　　　　　導入のお知らせ

16歳以上が対象！

運転免許の有無は関係ありません！

○青切符（交通反則通告制度）とは？
　右図のような一定の交通違反をした場合、反則金を納めれば
刑事手続きに移行せず、事件が終結する（いわゆる「前科」も
つかない）という制度。なお、飲酒運転や妨害運転などはこれ
までと同様に赤切符が適用（刑事手続きに移行）されます。

下水道使用料金 改定のお知らせ

・改定後の下水道使用料（2か月／消費税抜き）

排除汚水量 現行 改定後

一般
汚水

基本
料金 10m3まで 700 円 1,141 円

超過
料金

（1ｍ3に
つき）

11m3 ～ 30m3 70 円 114 円
31m3 ～ 60m3 80 円 130 円
61m3 ～ 100m3 100 円 163 円
101m3～300m3 120 円 195 円
301m3 以上 140 円 228 円

公衆浴場 1m3 につき 60 円 97 円

問合せ　下水道課☎(47)3340

  「広報さって」11 月号でもお知らせしましたが、将
来にわたって安定的かつ持続的に下水道サービスを
提供するため、4 月 1 日から下水道使用料の引き上
げを実施します。
  みなさまにはご負担をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
  使用料改定の詳細は、市ホームページ
に掲載していますのでそちらをご確認
ください。

HP

詳細はこちら！
・改定後の請求額の例（2か月／消費税込み）

排除汚水量 現行 改定後 増加額
一般家庭(1人)
16m3使用 1,232 円 2,007 円 775 円

一般家庭(2人)
30m3使用 2,310 円 3,763 円 1,453 円

一般家庭(3人)
40m3使用 3,190 円 5,193 円 2,003 円

一般家庭(4人)
46m3使用 3,718 円 6,051 円 2,333 円

大口事業者
2,000m3使用 297,550 円 484,485 円 186,935 円

■計算例 (一般家庭(3人)40m3使用の場合)
10m3 まで（基本料金）                 1,141 円
11m3 ～ 30m3 （超過料金）  
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20m3 × 114 円＝ 2,280 円   
31m3 ～ 40m3　   10m3 × 130 円＝ 1,300 円
　　　　　　　　　   　 （小計 4,721 円）
          　 4,721 円＋消費税＝ 5,193円
                    (1 円未満切り捨て )

●4月1日から下水道使用料の引き上げが実施されます。
  安定的・持続的なサービス提供のためご理解ご協力をお願いします。

幸手市市制施行40周年記念事業


